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１ 計画策定の背景と趣旨 

（１）高齢化の動向 

我が国では高齢化が急速に進行し、団塊の世代が後期高齢者（75歳以上の人）と

なる2025年には、国民の５人に１人が75歳以上となると予測され、世界に例のな

い超高齢社会を迎えます。 

本市においても、介護保険制度がスタートした平成１２年度末には２０．８％だっ

た高齢化率が、平成２８年度末には３０．９５％に達しており、この『第７期境港市

高齢者福祉計画・介護保険事業計画』の最終年に当たる平成３２年９月には３２．５％、

平成３７年９月には３３．６％になると見込まれます。 

国は、本年６月２日に介護保険法の一部を改正し、「我が事・丸ごと」の地域共生

社会の実現に向けた地域福祉推進の理念を明記するとともに、この理念を実現するた

めに市町村が包括的な支援体制づくりに努める旨を規定しました。 

また、高齢者の自立支援・重度化防止に向けた取組み及び医療・介護連携の推進の

ほか、地域共生社会の実現に向けた取組み等による地域包括ケアシステムの深化・推

進をめざすこととしており、保険者である市町村には地域全体で高齢者を見守り、支

えていく体制の強化が求められています。 

 

（２）介護保険制度の改正の経緯 
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２ 計画の概要 

（１）計画の位置づけ 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画は、高齢者を取り巻くさまざまな問題に対して、

境港市が目指すべき基本的な施策目標を定め、その実現に向かって取り組むべき施策

を明らかにするものです。 

高齢者福祉計画は、老人福祉法第２０条の８の規定に基づき､高齢者に関する施策

全般を計画するものです。 

介護保険事業計画では、介護保険法第１１７条の規定に基づき、要介護認定者等の

人数、要介護者のサービスの利用意向等を勘案して、必要なサービス量を見込み、介

護サービスを提供する体制を確保するなど、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実

施に資することを目的とします。 

なお、高齢者福祉計画と介護保険事業計画は、それぞれの法律において、「一体の

ものとして作成されなければならない」と定められています。 
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（２）計画期間 

市町村の介護保険事業計画は、３年ごとに策定することが介護保険法で定められて

います。高齢者福祉計画は、老人福祉法で期間は定められてはいませんが、本市が、

高齢者福祉全体をより総合的に推進するための計画として、介護保険事業計画の期間

とあわせた、平成30年度から32年度の３年間を計画期間としています。 

 

（３）計画の策定体制 

① 計画策定に向けた調査の実施 

本計画の策定にあたって、高齢者の現状やニーズを把握するため、65 歳以上の高

齢者、要支援認定者を対象とした「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」及び要支援・

要介護認定を受けている在宅の人を対象とした「在宅介護実態調査」を実施しました。 

なお、調査結果については、本計画の第２章に一部を掲載しております。 

 

② 策定委員会 

本計画を策定するため、「第７期境港市高齢者計画・介護保険事業計画策定委員会」

を設置し、学識経験を有する者、福祉・保健医療関係者、介護保険事業者などに加え、

第１号被保険者（65歳以上の人）・第2号被保険者（40～64歳の医療保険加入者）

である市民に委員として参加していただき、計画内容の意見聴取を行いました。 

 

 

３ 計画のポイント 

（１）国の介護保険制度改正を踏まえた計画策定 

介護保険制度は、その創設から１７年が経ち、サービス利用者は制度創設の３倍を

超え、介護サービスの提供事業所数も着実に増加し、介護が必要な高齢者の生活の支

えとして定着、発展してきています。その一方、２０２５年（平成３７年）には、い

わゆる団塊世代すべてが７５歳以上となるほか、２０４０年（平成５２年）には、い

わゆる団塊ジュニア世代が６５歳以上になるなど、人口の高齢化は、今後さらに進展

することが見込まれています。これを受け、国による地域包括ケアシステムの深化・

推進と介護保険制度の持続可能性を確保するための制度改正が行われました。本計画

は、この制度改正を踏まえたものとしています。 
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（２）国の介護保険制度改正の概要 

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

１．保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向けた取組の推進 

・介護保険事業計画の策定に当たり、国から提供されたデータの分析を実施 

・介護保険事業計画に介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標を記載 

・都道府県による市町村支援の規定を整備 

・介護保険事業計画に位置付けられた目標の達成状況を公表・報告 

・財政的インセンティブの付与の規定を整備 

 

２．新たな介護保険施設の創設 

・ 「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」とし

ての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設「介護医療院」を創設 

・ 医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供、

その他の支援の規定を整備 

 

３．地域共生社会の実現に向けた取組の推進 

・ 市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の

共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化  

・ 高齢者と障がい者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障

害福祉制度への新たな共生型サービスの位置付け 

Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保 

４．現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し 

・ 世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、２

割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする 

※月額４４，４００円の負担の上限あり【平成30年８月施行】 

５．介護納付金における総報酬割の導入 
・ 各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）について、被用者保

険間では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）とする 
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１ 高齢者の状況 

（１）総人口・高齢者人口の推移 

～本市においても、少子高齢化がより本格化～ 

境港市の人口は減少傾向が続き、平成37年には約３万人になると推計しています。 

この減少は全国や鳥取県全体よりも大幅なものになっています。 

総人口が減少する一方で、高齢者人口は平成 32年までは増加し、その後は減少に

転じることが予測されます。 

６５歳以上の高齢者は、平成３７年には平成２２年の約１.１倍の１０,２７１人に

増加すると推計しています。そのうち、７５歳以上の高齢者は、団塊の世代が７５歳

以上になる平成３７年にかけて大きく増加し、平成３７年には平成２２年の約１.３倍

の６,１５２人となると推計しています。 
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（２）高齢者のみ世帯の推移 

～65歳以上の独居世帯や 80歳以上のみ世帯が増加～ 

平成 23年から 29年までに、高齢者のみ世帯は 325世帯増加しています。 

世帯総数に占める高齢者のみ世帯の比率は、直近の 3年間では 11％を超える割合

で推移しており、平成 23年度の 9.6％と比べると高くなっています。 

また、高齢者のみ世帯のうちで「80歳以上のみ世帯」は 6年間で約 80世帯、「65

歳以上の独居世帯」は約 250世帯増加しており、世帯の高齢化が進んでいることが

わかります。 

 

 

資料：「境港市高齢者実態調査」より 

※平成28年度から有料老人ホーム・グループホーム・サービス付高齢者向け住宅等

長期にわたって滞在できる施設に入所している高齢者は調査対象外としている。 

 

 

 

 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

総世帯数 14,781 14,868 15,203 15,145 15,153 15,155 15,091

８０歳以上のみ世帯 142 159 152 165 229 227 220

６５歳以上の独居世帯 1,274 1,276 1,375 1,430 1,552 1,517 1,521

高齢者のみ世帯計 1,416 1,435 1,527 1,595 1,781 1,744 1,741

9.6% 9.7% 10.0% 10.5% 11.8% 11.5% 11.5%高齢者のみ世帯の割合
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（３）要介護認定者の推移 

～増加する要支援・要介護認定者数～ 

介護保険の要介護認定を受けた方（要支援・要介護認定者）の数は、増加傾向にあ

り、平成 24年度の 2,008人から平成 29年度は 2,109人と、過去５年間で 101 

人（5.0％）増加しています。過去５年間で最も増加しているのは、要支援 2の認定

者で、平成 24年度の 241人から平成 29年度は 304人と 63人の増加（平成 24

年度比 26.1％増）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔単位：人〕

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

総  数 2,008 2,099 2,078 2,089 2,080 2,109

要支援1 198 222 243 229 211 235

要支援2 241 280 302 300 306 304

要介護1 361 366 390 411 413 419

要介護2 372 396 358 380 388 375

要介護3 265 277 270 256 260 259

要介護4 300 292 258 264 245 265

要介護5 271 266 257 249 257 252

資料：「介護保険事業報告」（各年度９月末時点）※平成29年度は6月末時点
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２ 計画策定に向けた調査 

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

１．調査の目的                   

第７期境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定の基礎資料とするため、要介

護度の悪化につながるリスクや生活支援の充実、高齢者の社会参加・支え合い体制づ

くり、介護予防の推進等のために必要な社会資源を把握するものです。 

 

２．調査の方法 

① 調査対象者   平成 29年 1月 1日現在で要介護認定（要介護 1～5）を受けて

いない 65歳以上の高齢者 9,033人 

 

② 調 査 方 法   郵送配布・郵送回収による調査 

 

３．配布・回収数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査方法 実施件数 回答件数 回収率 実施期間 

郵  送 9,033 6,624 73.3％ Ｈ29.1.27から H29.2.23まで 
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（２）在宅介護実態調査 

１．調査の目的                   

この調査は、第７期境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定において、こ

れまでの「地域包括ケア体制の構築」という観点に加え、「介護離職をなくしていく

ためにはどのようなサービスが必要か」といった観点を盛り込むため、「高齢者等の

適切な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介護サービス

の在り方を検討することを目的として、主に在宅で要支援・要介護認定を受けている

方を対象として行うものです。 

 

２．調査の方法 

① 調査対象者   要支援・要介護認定を受けている在宅の人のうち、平成 28年 5

月から平成29年 2月に要介護認定の認定調査をうけた 600人 

 

② 調 査 方 法   認定調査員による聞き取り調査と郵送配布・郵送回収による調査 

 

３．配布・回収数 

 

 

 

 

 

 

 

調査方法 実施件数 回答件数 回収率 認定調査実施期間 

認定調査 286 286 － Ｈ28.11.1から H29.2.28まで 

郵  送 464 329 70.9％ Ｈ28.5.1から H28.10.3まで 

計 750 615   
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3  第６期境港市高齢者福祉計画・境港市介護保険事業計画の評価  

本計画の課題を整理するために、境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委

員会において、第６期境港市介護保険事業計画の評価を行いました。 

（１）取り組みの概要と課題 
第６期計画について、評価の基準指標となった主な取り組みの概要と課題は以下の

とおりです。 

基本目標 取り組みの概要と課題 

基本目標１ 

 

地域包括ケア体

制の推進 

 

地域包括ケアの推進 

① 地域包括ケア推進事業 

境港市包括ケア推進協議会の開催 

併せて 11 回開催した代表者会議、実務者会議で、市内の包

括ケア体制の推進について協議を行い、地域包括支援センター

の直営化により機能強化を図るなど、総合的な体制整備を行っ

た。 

地域ケア会議の開催 

平成 29年度から開催。 

講演会の開催 

「高齢者を支える地域づくりのキーワードは“地域包括ケ

ア”」をテーマとして平成 27年度に開催。 

 

 

 

 

② 在宅医療・介護連携推進事業 

「在宅医療体制充実のための協議会」の立ち上げ 

本市及び鳥取県西部圏域の独自の取組として、医療分野に特

化した協議会で医療・介護の推進について協議している。 

在宅医療についてのアンケートを、市内病院、開業医、歯科

診療所、訪問看護ステーションに実施した。 

「連携ノート」の作成 

市独自の「連携ノート」を作成し、家族・医療機関・介護サ

ービス事業所等が在宅療養中の方の情報共有を図り、急変時の

対応に活用している。 

 

 
◆課 題 

・在宅医療・介護連携推進事業の更なる充実 

・連携ノート利用者の拡大 

◆課 題 

・地域ケア会議の効果的な運営 

・地域生活を支える受け皿となる地域のネットワークづくり 
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基本目標 取り組みの概要と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センターの直営一本化 

平成 28 年 10 月から、２か所の委託型であった地域包括支

援センターを長寿社会課の一係として、市役所内に設置した。 

【目 的】 

複雑な問題を抱える高齢者が増加する中、地域包括ケア体制

の構築において、地域ケア会議の開催や地域のネットワークづ

くりの核となる機関として、機能強化を図る。 

【地域包括支援センターの役割】 

高齢者の総合相談、介護予防のケアマネジメントや関係機関

との連携、介護予防事業など高齢者への支援。 

【地域包括支援センターの構成員】 

センター長（保健師１） 事務職（１） 社会福祉士（２） 

保健師（２） 主任介護支援専門員（２）  

介護支援専門員（５） 認知症地域支援推進員（１） 

 

 

 

 

④ 生活支援コーディネーターの配置 

平成２９年度から（福）境港市社会福祉協議会に委託し、「生

活支援コーディネーター」を 1名配置した。 

【目 的】 

高齢者の一人暮らし世帯や高齢者のみの世帯が増加し、軽度

の支援を必要とする高齢者が増加するのに伴い、生活支援の必

要性が高まるため、ボランティア・ＮＰＯ・民間企業等の多様

な主体が生活支援サービスを提供できる体制をつくる。 

また、高齢者自身がサービスの担い手となり、社会参加・社

会的役割を持つことにより、生きがいや介護予防につなげる。 

【生活支援コーディネーターの役割】 

生活支援サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支

援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発や地域のニーズと

支援者のマッチングなどを行う。 

◆課 題 

高齢者の生活課題を明らかにし、より効果的な支援体制の

構築と地域包括支援センターのスムーズな運営 

◆課 題 

・地域課題の発掘 

・地域の支えあい活動の啓発と体制づくり 
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基本目標 取り組みの概要と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域での見守り体制の充実 

① 高齢者見守りネットワーク構築事業 

一人暮らし高齢者など見守りを必要とする高齢者が増加し、

地域ぐるみでの支援が必要とされるなか、高齢者が住み慣れた

地域で安心して暮らせるよう、地域の高齢者に関わる自治会や

地区社会福祉協議会、高齢者クラブ等の団体や地域住民が連携

を図り、日常生活の中で高齢者を支えるシステムとして、地域

のネットワークづくりを推進している。 

 

 

 

 

② 避難行動要支援者名簿の整備 

一人暮らし等の高齢者に対して、災害発生時における避難体

制づくりのため、民生委員等の協力を得て要支援者の名簿を整

備する。地域の防災組織等と連携を図り、緊急時の避難体制の

充実を図っている。 

 

 

 

 

基本目標２ 

 

健康でいきいき

した暮らしの推

進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康づくりと介護予防の推進 

① 運動器機能向上事業（転倒予防教室） 

寝たきりの原因となる高齢者の転倒予防のプログラムを提供

している。平成 27年度からは高知市が開発した「いきいき百

歳体操」を実施しており、「ゆっくり・簡単・効果が実証」でき

ることで、開催回数、参加者数ともに増えている。 

平成 29、30 年度で各公民館において 4 回シリーズで実施

する。参加した住民が地域での自主活動へつなげている。 

 

 

 

 

 

◆課 題 

・住民に対する意識づけ 

・関係機関の情報共有と連携強化 

◆課 題 

・避難支援体制の充実 

・緊急時に備えた、平時からの見守り・支援 

 （高齢者見守りネットワークとの連携） 

◆課 題 

・内容の充実、効果の立証 

・参加者の拡大と地域全体への普及 
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基本目標 取り組みの概要と課題 

 ② 口腔機能向上・栄養改善推進 

前回の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果、高齢者の

口腔機能リスクが高かったことから、高齢者が自立した生活機

能を維持し、要介護状態になることを防ぐことを目的に、口腔

機能についての講話や口腔清掃・体操等の実技を取り入れた講

座を平成 29年度から開催している。 

 

 

 

 

③ 介護予防・日常生活支援総合事業 

多様な生活支援のニーズに対応し、地域資源を活用しながら

高齢者が在宅生活を続けられるよう平成 28 年度から実施して

いる。 

・訪問介護、通所介護相当のサービス…平成 28年度から実施 

・緩和した基準による通所サービス…平成 29年度から実施 

委託先  （福）境港市社会福祉協議会  

（福）こうほうえん 

・緩和した基準による訪問サービス…平成 29年度から実施 

委託先  （公社）境港市シルバー人材センター 

 

基本目標３ 

 

高齢者生活支援

の充実 

認知症対策と権利擁護の推進 

① 認知症初期集中支援チーム設置事業 

高齢者の増加により認知症高齢者も増加することが見込まれ

るため、認知症の早期診断、早期対応に向け、平成 29 年４月

より認知症初期集中支援チームを設置し、早期に包括的な支援

を行い、必要なサービス等の提供につなげている。 

【認知症初期集中支援チーム構成員】 

・専門医として済生会境港総合病院医師 

・地域包括支援センター専門職員 

【認知症初期集中支援チームの活動内容】 

・対象者を複数のチーム員が訪問、状況をアセスメント 

必要時チーム員会議で検討 

・毎月１回チーム員会議を開催 

・毎回１～３例の事例を検討 

◆課 題 

内容の充実、効果の立証 
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基本目標 取り組みの概要と課題 

 ② 認知症地域支援推進員の配置 

地域に出向き、認知症の本人・家族・関係者からの相談を個

別に受け、支援機関との連携を図っている。 

 

 

 

 

 

高齢者が暮らしやすい住まいの整備 

① 第６期計画における施設の整備状況 

 第６期計画において整備する計画であった施設は下記のとお

り整備済（予定）である。 

 (登録)定員 開設時期 

認知症対応型共同生活介護 １８名 平成２９年３月 

小規模多機能型居宅介護 ２５名 
平成３０年３月 

（予定） 
 

基本目標４ 

 

介護保険事業の

推進とサービス

の質の向上 

介護保険制度の適正な運営 

① ケアマネジメントの適正化 

居宅介護支援事業所を対象にケアプランの提出を求め、必要

に応じてヒアリングや実地調査、介護支援専門員に対する助言 

指導ができる体制を整備する。 

また、介護支援専門員が高齢者に対し、適切な対応ができる

よう各種情報提供を行い、事例検討会等を開催し、ケアプラン

の質の確保を行う。平成２９年度はケアマネジメント研修会を

実施した。 

 

 

 

経済的支援策の充実 

① 介護保険料の軽減 

保険料の負担を分ける所得区分のうち、現行で５割の軽減と

されている第１段階・第２段階を統合し、軽減割合を 5.5割へ

と拡大した。 

◆課 題 

・認知症高齢者やその家族の支援強化 

・認知症初期集中支援チームの円滑な活動 

・認知症に対する正しい知識の普及啓発 

◆課 題 

 定期的な研修の実施 
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4  現状と課題の整理 

高齢者をとりまく現状分析や各種調査、そして第 6期計画の評価から明らかになっ

た特徴を基に、境港市が取り組むべき課題を抽出しました。 

 

現：現状、ニ：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在：在宅介護実態調査、計：第６期計画 

現状・市民意向調査から見る特徴 課 題 

 

・境港市の人口は減少傾向が続き、これは、国や県よりも大幅な

減少になっている。                   

しかし、高齢者の人口は平成 32 年までは増加する。特に 75

歳以上の人口の増加率は高い。               

・境港市では、地域包括ケア体制の構築において、地域のネット

ワークづくりの核となる機関として、地域包括支援センターを

市直営一本化とした。                   

・地域包括支援センターへの相談件数は直営一本化となり、約３

割増加している。市役所内にあることで、利用しやすくなった

ことが伺える。            

・地域ケア会議等を開催する中で、地域ニーズと地域資源の開発

や、地域支援の検討を進めることが必要である。   

・家族や友人・知人以外で何かあったときに相談する相手として、

58％の人が「自治会・老人クラブ」をあげている。 

・ボランティアの活動に参加している人は 15.1％であるが、自治

会活動への参加は 30.4％と高い。 

 

 

現 

 

現 

 

 

計 

 

 

現 

 

計 

 

二 

 

二 

 

地域包括ケ

ア体制の構

築に向けた

取組 

 

地域のネッ

トワークづ

くり 

 

・境港市の要介護認定者は、増加傾向にある。５年間で 5.0％の

増、中でも要支援２の認定者は 26.1％増となっている。       

・要介護者のうち、65歳未満では男性が 4.3％、女性が 1.7％、

前期高齢者（65～74歳の人）は、男性が17.7％、女性が10.5％

と男性は早い時期に要介護認定を受けている。                                   

・要支援認定者では、リスクとしては、「運動器」、「口腔機能」、

「認知症」、「うつ」の割合が高い。                  

・高齢者が社会活動や介護予防に参加する条件としては、地域で 

気軽に参加できる活動や場所があることが挙げられる。    

・要介護認定を受けていない人の約半数が、老人クラブ、スポー

ツ、趣味、学習・教養関係のグループ等の活動に参加していな

い。 

 

 

 

現 

 

 

在 

 

ニ 

 

現 

 

 

ニ 

 

 

地域資源を 

活かした 

多様な 

介護予防 
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現状・市民意向調査から見る特徴 課 題 

 

・健康づくり活動や趣味等のグループ活動による地域づくりに、

「参加者」としては、57.1％が参加する意思があるが、「世話

役」としては、33.2％しか参加する意思がない。 

・境港市では様々な介護予防活動を行っているが、住民自身が地

域で自主的な活動が実施、継続できるような意識付け、環境づ

くりが必要である。                      

・より効果的な事業内容の検討と事業効果の立証が必要である。 

 

 

 

 

ニ 

 

計 

 

計 

 

 

・在宅医療・介護連携推進事業を進める中で、「在宅医療体制充実

のための協議会」を立ち上げ、市独自の取組と西部圏域での取

組を合わせて実施。                    

・多職種と連携し、地域の医療と介護連携の実態、課題等を把握

し、各取組を一体的に実施。  

                

 

 

 

現 

 

現 

 

医療と介護

の連携体制 

づくり 

 

・国が示す施策を受け、境港市は平成２９年度から認知症初期集

中支援チームを設置した。                 

・「認知症」のリスクは他のリスク項目に比べ最も高い。      

・介護者の主な不安は、「認知症状への対応」が一番多く、        

約 28.6％である。認知症高齢者やその家族への支援強化が必要

である。 

   

 

 

現 

二 

 

 

在 

 

認知症の理

解と普及啓

発、予防と

早期対応等

の推進 

 

・介護者の年齢は 60歳代が最も多く、間柄は本人の「子」、性別

では「女性」が多い。 

50歳代の 25.9％、４０歳代の 9.0％が主な介護者となってお

り、介護と子育ての両立を担う状況も考えられる。 

・介護・介助が必要だが受けていない人のうち、58.3％が家族と

同居しており、そのうち、約 6割が夫婦 2人暮らしである。 

 

 

 

 

 

在 

 

二 

 

在宅介護を 

支える 

基盤の整備 

・第 6期介護保険事業計画における整備予定施設は、計画どおり

整備することができた。 

要介護認定者数は増加傾向であるが、被保険者数は平成 32 年

を過ぎると減少していく見込である。これらを考慮すると、新

たな施設整備の必要性は低いと考えられる。 

 

 

 

 

現 

 

自分にあっ

た住まいや

施設の充実 

 



第７期境港市高齢者福祉計画・境港市介護保険事業計画 

 
１ 基本理念実現に向けた基本目標 
２ 計画の体系 
３ 基本施策 
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１基本理念実現に向けた基本目標 

（１）基本理念 
 

本計画では、第４期計画からの理念を引き継ぎ、「地域包括ケア体制」の推進を前

提に、現状および２０２５年を見据えた課題に対応するために、つぎの基本目標を設

定しました。 

 

（３）要介護認定者の推移 

～増加する要支援・要介護認定者数～ 
（２）基本目標 

 

１ 地域で生きがいを持ち、いきいきと暮らす 

 

 高齢者が住み慣れた地域で、地域資源を活用し、役割と楽しみを持ちながら、いき

いきと安心して暮らせるよう、互いに支え合う地域づくりをします。 

また、見守り活動などの地域のネットワークや、もしもの時のための相談体制が充

実していることで、安心して自立した生活を送ることができます。 

 

２ 住み慣れた地域で安心して暮らし続ける 

 

高齢者の心身の状況に応じて介護や医療の専門的なサービスが一体的に提供され

ることで、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続することができます。 

また、認知症予防の取り組みを推進するとともに、地域住民の認知症に対する理解

を深め、相談体制の充実を図ることで、高齢者自身のみならず、その家族等も安心し

て地域で生活し続けることができます。 

 

３ 利用者の自立を支える介護保険サービスの安定した提供 

 

高齢者自身が介護保険についての正しい情報を得ることで、高齢者一人ひとりに合

ったきめ細かい介護保険サービスを利用することができます。 

また、高齢者が自身の状況に応じた住まいを選択できることで、介護が必要になっ

ても、住み慣れた地域での生活を継続することができます。 

介護保険サービスの安定した供給やサービスが適正に提供されるよう確認を行う

適正化事業の取り組みなど、在宅介護を支える基盤を整備することで、利用者が安心

して介護保険サービスを利用することができます。 

 

心豊かに、互いに支え合い、 

安心して暮らせるまちづくり 
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（３）日常生活圏域の設定 
 

 地域包括ケアシステムは、概ね 30分以内に必要なサービスが提供される「日常生

活圏域」を単位として想定しており、本市では、第６期計画から本市の地理的条件、

人口、交通事情その他の社会的条件、介護施設の整備状況を総合的に勘案して、市内

全域を１つの日常生活圏域に設定しました。また、地域包括ケアの推進に向け、地域

包括支援センターを直営型１カ所の設置とし、機能強化しました。 

 第７期計画においても、この１つの圏域設定を引き続き継承していきます。 
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２ 計画の体系 

本計画では、基本理念および基本目標を達成し、高齢者にとって暮らしやすい環 

境を実現するため、６つの基本施策を設定し、その下に具体的に取り組む方向性とし

て、「取組の柱」を設定しました。 

 

           基本目標       基本施策        取組の柱 

 

心
豊
か
に        

互
い
に
支
え
合
い 

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り 

地域で生きが
いを持ち、い
きいきと暮ら
す 

地域のネット
ワークづくり 

地域包括ケア推進事業 

地域包括支援センターの機能強化 

地域での見守り体制の充実 

 

地域資源を活
かした多様な
介護予防と社
会参加の推進 

 

健康づくりと介護予防の推進 

介護予防・日常生活支援総合事業の実施 

介護予防・生活支援サービスの体制整備 

社会参加と生きがいづくり 

住み慣れた地
域で安心して
暮らし続ける 

医療と介護の 

連携体制づく
り 

在宅医療・介護連携の推進 

家族介護の支援 

認知症の理解
と普及啓発、
予防と早期対
応等の推進 

認知症の予防・早期診断・対応の支援 

権利擁護の推進 

利用者の自立
を支える介護
保険サービス
の安定した提
供 

在宅介護を支
える基盤の整
備 

介護保険サービスの整備 

介護保険サービスの質の向上 

適切な介護保険サービスの利用 

自分にあった
住まいや施設
の充実 

暮らしやすい住まいの整備 

多様な住まい 
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3  基本施策 

（１） 基本目標１ 地域で生きがいを持ち、いきいきと暮らす 

基本施策１ 地域のネットワークづくり 

１－①地域包括ケア推進事業  拡充↑  

 地域包括ケアシステムを推進・深化していくためには、関係機関との連携・協力

体制により様々な施策・取組みを展開していくことが不可欠となります。 

そのため、境港市包括ケア推進協議会において、保健医療、福祉サービス及び地

域における社会資源の総合調整並びにこれらのサービスを総合的に提供する市内

のケア体制の推進を引き続き図ります。 

また、地域ケア会議や多職種連携研修会を開催し、生活をする上での課題や問題

の解決、地域生活を支える受け皿となる地域のネットワークづくりを進めていくと

ともに、講演会の開催や広報誌等を活用し、住民への地域包括ケア体制の周知を図

ります。 

指標  

第６期計画実績 第７期計画目標値 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

地域ケア会議開催１回 ３回 ３回 ３回 

多職種連携研修会開催１回 １回 １回 １回 

 

１－②地域包括支援センターの機能強化  拡充↑ 

これまで地域包括支援センターは高齢者の総合相談、介護予防のケアマネジメン

トや関係機関との連携、介護予防事業などに取り組み、高齢者を支援してきました。 

今後、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者の増加が見込まれ、複雑な問題を抱え

る高齢者も増加することが予測されます。 

地域包括ケア体制の構築において、地域のネットワークづくりの核となる機関と

して、地域包括支援センターの機能強化を図る必要があることから、平成２８年 

１０月より、2カ所設置の委託型から、直営型１カ所とし、市役所長寿社会課に設

置することで、各種専門職の複数配置を行いました。 

場所の利便性、連携のし易さなどから、総合相談、ケアプラン件数共に増加して

おり、早期の相談及び支援で、重症化予防へ繋げます。また、人員を増やすなど、

更なる体制強化を図ります。 

   介護保険運営協議会（地域包括支援センター運営協議会）において、地域包括

支援センターの公正・中立を確保しつつ、円滑かつ適正な運営体制に向け、定期的

な評価を受けるとともに、今後も円滑な運営について取り組みます。 
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１―③地域での見守り体制の充実 

 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、地域で暮らす人々が支え 

合いながら生活していくことが大切です。 

一人暮らし高齢者など見守りを必要とする高齢者が増加する中、自治会などの地域

住民や地区社会福祉協議会、高齢者クラブなど高齢者に関わる団体が連携し、高齢者

を見守る体制づくりを推進します。 

 

ア 高齢者見守りネットワーク構築事業  拡充↑ 

 

自治会や地区社会福祉協議会、高齢者クラブ等の地域団体が高齢者等を見守る仕

組みづくりを支援するとともに、重層的な見守り体制の構築に向け、関係機関との

連携を図ります。 

 

指標 高齢者見守りネットワークの取組み 

第６期計画実績 第７期計画目標値 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

４地区実施 

（計４地区） 

１地区実施 

（計５地区） 

１地区実施 

（計６地区） 

１地区実施 

（計７地区） 

 

イ 高齢者実態調査事業  継続→ 

 

65 歳以上の一人暮らし高齢者や 80 歳以上の高齢者のみ世帯を訪問し、生活状

況や緊急連絡先等を把握し、必要とする支援の提供や緊急時の対応に繋げることで、

高齢者が地域で安心して暮らし続けられるよう支援します。 

 

ウ 緊急通報システム事業  継続→ 

 

身体に不安のある一人暮らし高齢者宅に緊急通報装置を設置し、緊急時の救急要

請・かけつけ、電話による定期的な安否確認や相談等に応じるなど連絡体制の充実

を図ります。 

 

 

境港市地域包括支援センターの構成員（平成２９年８月現在） 

（市職員 3名、社会福祉法人からの出向職員 11名） 

センター長〈保健師〉（１） 事務職（１） 認知症地域支援推進員（１） 

社会福祉士（２） 保健師（２） 主任介護支援専門員（２） 

介護支援専門員（５） 
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エ 高齢者見守り事業  継続→ 

 

７５歳以上の在宅で一人暮らしの高齢者宅を地域包括支援センターが訪問し、安

否確認や各種相談に応じ、在宅生活を支援します。 

 

オ 避難行動要支援者名簿の整備  継続→ 

 

一人暮らし等の高齢者に対して、災害発生時における避難体制づくりのため、民

生委員等の協力を得て要支援者の名簿を整備します。地域の防災組織等に名簿を提

供し、緊急時の避難体制を整えるとともに、防災組織等が要支援者に平常時から見

守りなどで関わることで、緊急時の効果的な避難へと繋げます。 

 

基本施策２ 地域資源を活かした多様な介護予防と社会参加の推進 

２―①健康づくりと介護予防の推進 

要介護になる理由は、生活習慣病によるものとフレイル（虚弱）によるものに大別

されますが、フレイルの方が多いと言われています。このことからフレイル予防が超

高齢化社会を迎える日本の最重要の国家戦略の一つとして位置づけられています。 

フレイルとは要介護（又は要支援）になるまでの虚弱な状態を言い、その予防には

健康なうちからの取組みが重要となります。 

 

○「運動」、「栄養」、「社会参加」の健康長寿のための３つの柱と地域づくりの視点

を取り入れ、各事業を包括的に展開していきます。 

○実施している介護予防実践の効果が、数値として目に見えるように、評価をする

システムづくりをし、住民の「自分事化」と継続意欲の向上につなげていきます。 

 

ア 運動器機能向上事業（転倒予防教室）  拡充↑ 

 

寝たきりの原因となる高齢者の転倒予防のプログラムを提供していきます。 

平成 27年度からは高知市が開発した「いきいき百歳体操」を実施しており、「ゆ

っくり・簡単・効果が実証」できることで、開催回数、参加者数ともに増えていま

す。平成 29、30 年度で各公民館において 4 回シリーズで実施し、参加した住民

が地域での自主活動へつなげています。高齢者の健康保持と心身の安定、介護予防

の推進を図ります。 
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イ 介護予防筋力向上トレーニング事業  継続→ 

 

ストレッチングや機器を使用した筋力トレーニングなどの運動指導や口腔機能

の向上、栄養改善に関する知識・技術を提供し、身体機能の維持・向上と運動習慣

の定着を図ります。 

 より多くの高齢者が運動習慣をつけるきっかけの場として体制を整備します。 

 

ウ 健康相談事業  継続→ 

 

 高齢者の心身の健康に関し、個人に応じたきめ細やかな指導及び助言等の支援を

します。 

 

エ 健康教育事業  継続→ 

 

介護が必要な状態になることを予防し、健康寿命の延伸を図ることを目的に、健

康づくりや介護予防についての知識の普及、高齢者の健康の保持増進に係る教室を

地域で開催します。 

・ふれあいの家         ・認知症予防サークル 

・各公民館（公民館講座と共に） ・各団体からの要望時  等 

 

オ 口腔機能向上・栄養改善推進事業  継続→ 

 

 日常生活圏域ニーズ調査において、本市高齢者の口腔機能リスクが高いことを受

け、高齢者が自立した生活機能を維持し、要介護状態になることを防ぐことを目的

として、口腔機能についての講話や口腔清掃・体操等の実技を取り入れた講座を開

催します。 

 

カ 元気シニア増やそう（フレイル予防）事業  新規★ 

 

フレイル（虚弱）予防の取組みの先駆けである、東京大学高齢社会研究機構のス

タッフを講師とし、「元気シニア増やそうサポーター育成研修」を実施し、育成さ

れたサポーターが市民に対してフレイルチェックを実施します。住民は自主的に地

域で健康づくり、介護予防に取組みながら、このチェックを受けることで、高齢者

のフレイル予防を学び、気づき、自分事化していきます。さらに、これをデータ化

することで自分の予防効果を経年的に確認することができます。 

本事業を導入し、現在実施している事業全般を連動させてデータ化することなど

で、個人の取組みや事業全体を評価するシステム及び住民主体の健康づくりシステ

ムの構築など、「栄養・運動・社会参加」の三位一体型で自ら取り組むことを促す

という、複合的予防プログラムを展開していきます。 
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指標 健康づくりと介護予防事業の実施 

第６期計画実績 第７期計画目標値 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

いきいき百歳体操・ 

オーラル体操 

実施箇所/人数 

２０箇所/２００人(予定) 

２５箇所 

２５０人 

２５箇所 

２５０人 

２５箇所 

２５０人 

 

― 

フレイルサポータ

ー人数 ３０人 

フレイルチェック

実施人数１００人 

３０人 

（計６０人） 

１００人 

（計２００人） 

３０人 

（計９０人） 

１００人 

（計３００人） 

 

キ 高齢者鍼・灸・マッサージ施術費助成事業  継続→ 

 

鍼・灸・マッサージ施術に要する費用の一部を助成し、高齢者の健康増進を図り

ます。 

 

ク 生活管理指導短期宿泊事業  継続→ 

 

介護予防が特に必要な高齢者等が養護老人ホーム等に一時的に宿泊し、基本的な

日常生活を送る訓練をし、自立した生活を送れるよう支援します。 

 

２―②介護予防・日常生活支援総合事業の実施 

地域資源を活用しながら、高齢者が在宅生活を続けられるよう介護予防・日常生活

支援総合事業を実施します。 

従来の介護予防訪問介護、介護予防通所介護に相当するサービスに加え、地域資源

を活用した多様な主体によるサービスとして、地域の担い手による生活支援（訪問型

サービス B）、介護予防事業を行う事業所による体操やレクリエーション（通所型サ

ービス A）を実施します。 

 

指標 ※指定事業所によるサービスを除く 

第６期計画実績 第７期計画目標値 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

訪問型サービス B 

1事業 

通所型サービス A 

２事業 

訪問型サービスB 

1事業 

通所型サービスA 

３事業 

訪問型サービス B 

1事業 

通所型サービス A 

４事業 

訪問型サービス B 

1事業 

通所型サービス A 

４事業 
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２―③介護予防・生活支援サービスの体制整備 

高齢者の一人暮らし世帯や高齢者のみの世帯が増加し、住み慣れた地域で暮らし続

けるには軽度の生活支援の必要性が増加することが見込まれます。そのため、ボラン

ティア団体、ＮＰＯ、民間企業、地域住民等による多様なサービスを提供できる体制

づくりが必要となります。 

 

ア 生活支援体制整備事業  拡充↑ 

 

多様なサービス提供体制を整備していくために、生活支援コーディネーターと連

携し、地域住民や関係団体に支援体制の必要性と取組みについて啓発し、協議体を

設置していきます。協議体においては、地域のニーズや資源、課題を確認し、不足

する資源や問題解決に向けて検討し、関係団体等と情報提供や連携を図りながら必

要なサービスや提供体制の整備を推進します。 

 

イ 生活支援サービス事業  拡充↑ 

 

 自治会や地区社会福祉協議会、ことぶきクラブ等の地域団体が、日常生活におい

て軽度な支援を必要とする一人暮らし高齢者等に行う取組みを支援することによ

り、高齢者を支える仕組みづくりを推進していきます。 

 

指標 生活支援サービスの取組み 

第６期計画実績 第７期計画目標値 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

1地区 

（計１地区） 

２地区 

（計３地区） 

４地区 

（計７地区） 

継続 

（計７地区） 

 

ウ 軽度生活援助事業  継続→ 

 

一人暮らし高齢者等が（公社）境港市シルバー人材センターを利用した場合、年

間１６時間を限度に利用料の５割を助成し、高齢者の在宅生活を支援します。 
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２―④社会参加と生きがいづくり 

高齢者がいつまでも住み慣れた地域でいきいきと暮らしていくためには、心身とも

に健康で趣味や生きがいを持ちながら充実した生活を送ることが重要です。 

誰もが参加しやすいスポーツ・文化活動を支援するとともに、生涯学習や就労の機

会創出を推進します。 

また、高齢者が社会的役割を持つことは、高齢者自身の生きがいや介護予防にもつ

ながることから、様々な組織や団体の活動を通して介護予防や生活支援のサービスの

担い手となり活動していくことを促進します。 

 

ア 高齢者クラブ活動の促進  継続→ 

 

高齢者自身もまちづくりや地域の福祉活動の担い手となることが大切であるた

め、市は、境港市ことぶきクラブ連合会を通じた補助事業を行うほか、活動の自

主運営を側面から支援します。 

 

【高齢者クラブの活動】 

地域における高齢者の自主的な活動団体として、スポーツ活動、文化活動等の

生きがいづくり、健康講座等の健康づくり、さらに交通安全活動、地域奉仕活動

といった幅広い活動を行っています。 

 

イ 多様な学習機会の創出  継続→ 

 

各公民館では、子どもから高齢者まで参加できる多種多様なテーマを設定し、社

会教育講座を実施し、知識の向上を図るとともに人との交流の機会を増やし、高齢

者の積極的な社会参加へとつなげていきます。 

また、大学公開講座、スポーツ・文化活動等の情報提供を行い、世代を超えた生

涯学習活動参加の機会増大を図っていきます。 

公民館講座の受講生による自主活動グループの育成支援を行い、高齢者の積極的

な社会参加活動へとつなげていきます。 

 

ウ 地域活動の促進  継続→ 

 

地域福祉の一翼を担う社会福祉協議会等の地域組織と一層連携を深め、地域住

民が主体となったまちづくり活動への支援を通して、高齢者の生きがい活動、生

涯学習活動を促進していきます。 
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エ 就労促進（シルバー人材センター）  継続→ 

 

高齢者がその有する能力（知識・技術・経験等）を活かし、地域の中で働くこ

とは、地域貢献や生きがいづくりにつながるほか、自立した生活の維持、日常生

活への意欲や健康の増進にもつながります。市では、（公社）境港市シルバー人材

センターの更なる活発な活動にむけて、運営を支援し、高齢者の地域雇用、就業

機会の創出につなげていきます。 

 

【シルバー人材センターの活動】 

シルバー人材センターでは、登録会員を募集し、その有する技術や能力に応じ

た様々な就労の場を提供しています。 

 

オ 高齢者サークル活動支援  継続→ 

 

高齢者が活動するサークルやコミュニティ活動の立ち上げを支援することによ

り、高齢者の社会参加を促進し、介護予防の推進、高齢者の生きがい・やりがいの

増進を図っていきます。 

 

カ 高齢者ふれあいの家事業  継続→ 

 

家に閉じこもりがちな高齢者を対象に、身近な集会所等において地域の援助員

などを中心にレクリエーションや軽体操を行い、参加者同士の交流を図り、高齢

者の社会的孤立の解消、自立生活の助長及び介護予防を図ります。 

各実施会場に出向き、健康づくり、介護予防など、具体的な取組みについての

実践を交え、情報提供をしていきます。 

 

キ 敬老事業の実施（敬老会開催支援、祝金・記念品贈呈）  継続→ 

 

長年、地域社会に貢献してきた高齢者に対して敬意を表し、各地区の社会福祉

協議会などが地域の自主性・独自性を重んじて開催する敬老会を支援します。 

また、高齢者の長寿を祝福して、人生の祝年を迎える高齢者に対し、敬老祝金・

記念品を贈呈します。 

 

ク ボランティア活動の促進  継続→ 

 

高齢者の社会参加を通じた介護予防の推進、地域資源の活用の観点から、ボラ

ンティアの活動について、市社会福祉協議会と連携し、支援します。 
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（２）基本目標２ 住み慣れた地域で安心して暮らし続ける 

基本施策３ 医療と介護の連携体制づくり 

１―①在宅医療・介護連携推進事業  継続→ 

境港市包括ケア推進協議会において、医療と介護が連携し、地域において総合的

なサービスを提供できる体制の整備を行い、市独自の取組みである「連携ノート」

の活用や、鳥取県西部圏域全体での取組みなど、構築されたシステムは継続、展開

します。 

また、地域ケア会議や多職種連携研修会等で在宅医療と介護の連携について地域

資源の把握や課題抽出を行い、解決策を検討し、きめ細やかな医療と介護のサービ

ス提供が可能となるよう取組むとともに、地域住民に対して地域包括ケア体制の普

及啓発を行います。 

【在宅医療・介護連携推進事業の具体的な取組】 

（ア）地域の医療・介護資源の把握 

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援 

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援 

（カ）医療・介護関係者の研修 

（キ）地域住民への普及啓発 

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 

 

指標 在宅医療・介護連携推進事業の実施 

第６期計画実績 第７期計画目標値 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

８項目を実施にむ

けて検討 
８項目を実施 ８項目を実施 ８項目を実施 

 

１―②家族介護の支援 

家族の介護が適切に行われ、また家族の負担が大きくならないよう介護者の介護方

法や心身の負担軽減に対する支援を行います。 

 

ア 家庭介護用品購入費助成事業  継続→ 

 

在宅でおむつを使用している高齢者を介護している家族に、おむつ代の一部を助

成し、家族の介護負担を軽減します。（要介護４・５は地域支援事業で実施） 
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イ 家族介護教室  継続→ 

 

家族介護教室を開催し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての

知識・技術の習得、介護者同士の交流を図ることにより、高齢者を介護する家族を

支援するとともに、介護者の負担軽減を図ることにより高齢者の虐待防止に努めま

す。 

 

ウ 在宅ケアＩＣＴ活用二市連携事業  新規★ 

 

 ＩＣＴを活用し、在宅介護を行う家族の介護スキルの向上を図り、在宅限界点を

上げることで、看取りまで安心できる在宅ケアを実現するためのモデル事業を米子

市と共同で取り組みます。 

 

基本施策４ 認知症の理解と普及啓発、予防と早期対応等の推進 

２―①認知症の予防・早期診断・対応の支援 

認知症に対する知識を深め、市民一人ひとりが生活の中で認知症予防に取り組め

るよう、認知症に関する講演会を開催し、認知症に対する理解を深め、「認知症に

なっても安心して暮らせるまち」を目指します。 

また、「基本目標１」を達成するための「取組の柱」の一つである「健康づくり

と介護予防の推進」（Ｐ22～24）とも連動しながら、認知症予防活動を包括的に

展開していきます。 

 

ア 認知症初期集中支援チーム設置事業  継続→ 

 

高齢者の増加により認知症高齢者も増加することが見込まれるため、認知症の予

防・早期診断、早期対応に向け、認知症初期集中支援チームにより、早期に包括的

な支援を行い、必要なサービス等の提供につなげます。 

月１回のチーム員会議を開催、認知症ケアパスを作成し、対応を推進していき

ます。 

 

【認知症初期集中支援チーム構成員】 

・専門医として済生会境港総合病院医師 

・地域包括支援センター専門職員 

【認知症初期集中支援チームの活動内容】 

・対象者を複数のチーム員が訪問、状況をアセスメント、必要時チーム員会議で検 

討 

・毎月１回チーム員会議を開催 

・毎回４例までの事例を検討 
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指標 認知症初期集中支援チーム会議開催状況 

第６期計画実績 第７期計画目標値 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

１２回/２２件見込み １２回/２５件 １２回/２５件 １２回/２５件 

 

イ 認知症地域支援推進員の配置  継続→ 

 

認知症の本人・家族・関係者からの相談を来所または訪問により、個別に受け、

関係機関との連携を図るなど、更なる支援体制の強化を図ります。 

また、研修による推進員の質の向上にも努めます。 

 

ウ 「認知症になっても安心して暮らせるまちづくり市民大会」の開催   継続→ 

毎年 1回、文化ホールで認知症予防サークルの活動報告や講演会を開催します。
その他、各地区での講演会も随時開催します。 

 

エ 認知症予防サークル活動とその支援  継続→ 

 

認知症に対する理解を深め「認知症になっても安心して暮らせるまち」を目指し、

全地区で１５のサークルが活動しています。 

年１回のサークル学習交流会を開催し、活動報告や意見交換を行うことで、活動

意欲の継続、向上を推進します。 

 

オ 認知症サポーターの養成  継続→ 

 

認知症高齢者の早期発見と認知症高齢者が地域で安心して暮らせるよう、地域住

民に認知症の正しい知識の普及を図り、認知症に対する理解を深めることで、見守

りや支援など地域で支える体制づくりに取組みます。 

 市内全小学校で認知症サポーター養成講座を開催し、若い世代への啓発も継続実

施します。 

 

指標 認知症サポーター養成講座  継続→ 

第６期計画実績 第７期計画目標値 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実施回数１０回 

受講人数３４４人 

（12月現在） 

１３回 

４００人 

１３回 

４００人 

１３回 

４００人 

※認知症サポーター累計 2,883人（平成２９年１２月現在） 
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カ 認知症カフェの開催  継続→ 

 

   認知症の人やその家族の精神的な負担、家族の介護負担の軽減などを図り、認

知症の正しい知識が得られるような支援の場として、認知症の人とその家族、地

域住民、専門家が集う場を提供します。 

 

２―②権利擁護の推進 

 高齢者の増加に伴う認知症高齢者の増加、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の

増加も見込まれる中、認知症などにより判断能力が不十分で、生活を送る上で問題を

抱え、生活が困難な高齢者に対し、尊厳のある生活を維持し、安心して生活できるよ

う支援します。 

 

ア 成年後見制度利用支援事業  継続→ 

 

成年後見制度の活用を促進するための啓発を行うとともに、一定要件のもと申立

にかかる費用、成年後見人等の報酬に対して助成します。 

成年後見制度のニーズが増大していることから、相談・申立て手続きなどの制度

利用にあたっての支援、後見人の確保等、市社会福祉協議会や関係機関と連携を図

ります。 

また、判断能力が十分でない高齢者等が福祉サービスの利用が適切にできるよう

援助する「福祉サービス利用援助事業」の活用についても市社会福祉協議会と連携

を図ります。 

 

イ 高齢者虐待への対応  継続→ 

 

  高齢者虐待を未然に防止するための啓発を行うとともに、高齢者虐待の未然防

止・早期発見・対応に向け、保健・医療・福祉・警察など関係機関との連携体制の

構築を図ります。 

 

ウ 消費者被害の防止  継続→ 

 

  消費者被害を未然に防止するための啓発を行うとともに、消費生活センター、民

生委員、介護支援専門員、警察等が必要な情報提供・情報交換を行い、被害防止に

取組みます。 
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（３）基本目標３ 利用者の自立を支える介護保険サービスの安定した提供  

基本施策５ 在宅介護を支える基盤の整備 

１―①介護保険サービスの整備 

身近できめ細かいサービスを受けることができる体制等を構築し、在宅での介護・

医療の推進、認知症の方への支援の充実を図ります。 

また、介護や介護の仕事への理解を深める講座を開催し、介護従事者の確保を図り

ます。 

 

ア 地域密着型サービスの整備   継続→ 

 

地域密着型サービス事業所を中心に、身近できめ細かいサービス提供や、在宅での

介護・医療の推進、認知症の方への支援の充実を図ります。 

 

【小規模多機能型居宅介護】 

第６期計画中に既存の３箇所に加え１箇所開設されたため新規整備は見込みませ

ん。 

 

【認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）】 

第６期計画中に既存の５箇所に加え新たに１か所開設されたため、バランスの取れ

た整備状況となっています。 

 

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 

重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支える施設です。既存の事業所に

よるサービス提供で対応できているため、整備目標は設定せず、今後の利用者の増加

等などの状況をみていきます。 

 

【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】 

特別養護老人ホーム待機者は、近年減少傾向にあるため新たな施設整備は見込みま

せん。 

 

【認知症対応型通所介護】 

既存の事業所によるサービス提供で対応できているため、新たな施設整備は見込み

ません。 

 

【地域密着型通所介護】 

整備目標は設定しませんが、今後の利用者の増加等などの状況を踏まえながら、整

備に関する相談は個別に対応します。 
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【地域密着型特定施設入居者生活介護】 

広域型の特定施設入居者生活介護で必要量が確保されていることから、新規整備を

見込みません。 

 

☆参 考 第 6期計画までの地域密着型サービス整備数 

サービス種別 整備数 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1箇所 

小規模多機能型居宅介護 4箇所 

認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 6箇所 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1箇所 

認知症対応型通所介護 2箇所 

地域密着型通所介護 2箇所 

 

イ 介護や介護の仕事の理解促進事業 新規★ 

 

  将来の介護従事者の確保を図るため、中学生向けにパンフレットの作成や出前講

座を開催し、介護の魅力ややりがいについての理解の促進を図ります。 

 

１―②介護保険サービスの質の向上 

事業所のサービス向上などを目的として、介護相談員を派遣し、相談体制の充実を

図ります。介護支援専門員については、研修やケアプランの点検を行い、ケアマネジ

メントの質と専門性の向上を図ります。 

 

ア 介護相談員派遣事業  継続→ 

 

介護相談員が介護サービス事業所を訪問し、利用者や家族、介護スタッフ等とコ

ミュニケーションを行うことで、利用者の疑問や不満、不安の解消及びサービスの

質的向上を図ります。 

 

指標 介護相談員派遣事業 

第６期計画実績 第７期計画目標値 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

２４事業所に派遣 市内全事業所 

（通所・入所） 

市内全事業所 

（通所・入所） 

市内全事業所 

（通所・入所） 
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イ 事業者による情報公開 

 

介護サービスの利用者等がサービス事業者の情報を比較検討することにより、利

用者等の主体的な事業者選択を可能にすることを目的として、介護サービス情報を

インターネットにより公開しています。対象事業者には、「介護サービス情報」の

報告などが義務付けられており、事業者のサービスの質の向上への効果が期待され

ます。 

 

ウ 適切な要介護認定の推進  継続→ 

 

介護保険制度が公平に運営されるためには、サービス利用の入り口である要介護

認定が適切に実施されることが重要です。引き続き、認定調査員を対象とした研修

を受講し、適切な要介護認定の推進に努めます。 

 

エ ケアマネジメントの適正化  継続→ 

 

主任介護支援専門員とともに居宅介護支援事業所を訪問し、ヒアリングを通して、

介護支援専門員に対する助言指導をします。 

また、介護支援専門員が高齢者に対し、適切な対応ができるよう各種情報提供を

行い、事例検討会等を開催し、ケアプランの質の確保に努めます。 

 

１―③適切な介護保険サービスの利用 

適切な介護保険サービスの利用のために、指定基準に従って、サービス提供を行っ

ているかについて確認・助言等を実施します。 

市民に対しては、介護保険パンフレットや市報・ホームページなどにより制度の正

しい理解と周知を図ります。 

 

ア 事業者への指導監査の実施  継続→ 

 

鳥取県指定の事業所には県との合同で、地域密着型サービスにおいては、市が単

独で定期的な実地指導を実施し、給付費の適正化を図ります。 

 

指標 事業者への指導監査の実施 

第６期計画実績 第７期計画目標値 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

6事業所 ５事業所 ４事業所 6事業所 

※ 市内の地域密着型サービス事業所のすべてで3年に1回実施 
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イ 介護情報突合  継続→ 

 

鳥取県国民健康保険団体連合会から送信される情報（給付実績）を活用し、医療

情報との突合や介護報酬請求等の適正化に努めます。この情報を活用することによ

り指導等の効率化を図ります。 

 

ウ 住宅改修・福祉用具の点検  継続→ 

 

利用者が購入した福祉用具や住宅改修が適正に実施されているか、写真等により

確認し、必要に応じて現地を訪問し調査します。 

 

エ 介護保険制度の周知  継続→ 

 

利用者が適正なサービスを受けられるよう、介護保険制度の周知等を行い、制度

の理解と、適切な制度利用を図るため、広報活動を展開します。 

 

基本施策６ 自分にあった住まいや施設の充実 

２―①暮らしやすい住まいの整備 

 高齢者の住まいを心身の変化に応じて住みやすい環境に整え、住み慣れたまちで生

活が維持できるよう支援します。 

 

ア 高齢者住宅改良費助成事業  継続→ 

 

風呂やトイレなどの改造費用（新築・増築を除く）の一部を助成し、在宅生活が

継続できるよう支援します。 

 

イ 高齢者住宅整備資金貸付事業  継続→ 

 

高齢者と同居する者に対して、高齢者のために住宅を増改築するための資金を貸

し付け、高齢者の在宅生活を支援します。 

 

ウ 介護保険住宅改修支援事業  継続→ 

介護支援専門員の報酬算定外となる介護サービス利用のない高齢者に対する介

護保険の住宅改修理由書の作成手数料を負担することで、住宅改修が円滑に行われ

るよう支援します。 
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２―② 多様な住まい 

 高齢者が心身の状態や生活状況に応じて住まいが選択できるよう高齢者向けの住

宅に関する情報提供等を行います。 

ア 高齢者世話付住宅  継続→ 

 

市営住宅に整備した高齢者の安全や利便に配慮した居室で、生活援助員による安

否確認、生活上の指導や相談、緊急時の対応などのサービスを提供し、自立した生

活を支援します。 

イ 養護老人ホーム  継続→ 

身体上、精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、家庭で生活することが

困難な高齢者が、市の措置により入所する施設で、ひとり暮らし高齢者の増加や家

族関係の希薄化により需要が見込まることから適切な措置を行う。 

 

ウ 生活支援ハウス  継続→ 

施設に常駐する生活援助員から各種相談や緊急時の対応などのサービスを受け

られる施設に入居させ、自立して生活することに不安のある低所得の高齢者を支援

します。 

エ 有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅  継続→ 

食事の提供その他日常生活に必要な便宜を提供する高齢者向けの居住施設です。

市内には有料老人ホームが４箇所、サービス付高齢者向け住宅が１箇所整備されて

おり、定員は 189人です。 

 

指標 高齢者向け住宅の整備  継続→ 

施設 
第６期計画実績 第７期計画目標値 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

高齢者世話付住宅 20戸 20戸 20戸 20戸 

養護老人ホーム 16人 18人 18人 18人 

生活支援ハウス 20戸 20戸 20戸 20戸 

有料老人ホーム 4箇所 4箇所 4箇所 4箇所 

サービス付 

高齢者向け住宅 

1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 

 



第７期境港市高齢者福祉計画・境港市介護保険事業計画 

 
１ サービス利用者数の見込み 
２ サービス利用量の見込み 
３ 保険給付費の見込み 
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１ サービス利用者数の見込み 

（１）在宅サービス利用者数 

在宅サービスの利用者数は、最近の利用者数、利用回数を勘案して見込みます。平

成29年度の3,502人から平成32年度には3,969人へと約13.3%の増加が見込まれ

ます。 

単位：人 

 

 

（２）施設・居住系サービス利用者数 

施設・居住系サービス利用者数については、最近の利用者数、施設の定員を勘案し

て見込みます。平成29年度の490人から平成32年度には519人へと約5.9％の増加

が見込まれます。 

単位：人 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

3,516 3,430 3,502 3,664 3,806 3,969

第6期実績（29年度は見込み） 第7期計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

497 469 490 519 519 519

第6期実績（29年度は見込み） 第7期計画
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２ サービス利用量の見込み 

（１）介護予防サービス・居宅サービス 

介護予防サービス・居宅サービスについては、最近の利用実績などを基に、利用者 

数、利用量の増減を勘案して見込量を算出します。 

 

① 介護予防訪問介護、訪問介護（ホームヘルプ） 

訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の居宅を訪問し、入浴、食事などの身体介 

護や、調理、洗濯、掃除等の生活援助を行います。介護予防訪問介護は、制度改正に

伴い、平成28年度から介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。 

 

② 介護予防訪問入浴介護、訪問入浴介護 

自宅に浴槽がない場合や、身体状況などにより自宅の浴槽での入浴が困難な場合な 

どに、看護師、介護職員が訪問し、入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車による入 

浴の介助を行います。 

 

 

③ 介護予防訪問看護、訪問看護 

訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが自宅を訪問し、主治医の指示書に 

基づき療養上の世話を行います。 

 

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護予防訪問介護 98 9 0 0 0 0 0

訪問介護 291 311 303 314 329 353 386

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画

利用者数（人／月）

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 0 0 0

訪問入浴介護 7 7 9 7 7 7 10

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護予防訪問看護 34 43 36 34 39 38 39

訪問看護 181 199 204 204 215 226 240

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画
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④ 介護予防訪問リハビリテーション、訪問リハビリテーション 

通所が困難な利用者に対し、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが、自宅を 

訪問し、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。 

 

 

⑤ 介護予防居宅療養管理指導、居宅療養管理指導 

医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが自宅を訪問し、

療養上の管理や指導、介護方法等についての助言などを行います。 

 

 

⑥ 介護予防通所介護、通所介護（デイサービス） 

日帰りで通所介護施設に通い、他の利用者と一緒に食事、入浴などの日常生活上の

支援や生活機能の維持向上のための機能訓練などが受けられます。介護予防通所介護

は、制度改正に伴い、平成28年度から介護予防・日常生活支援総合事業に移行しま

した。 

 

 

 

 

 

 

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 5 5 5 6 6 6 6

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 22 27 23 24 25 27 33

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護予防居宅療養管理指導 3 3 11 12 13 13 15

居宅療養管理指導 68 61 59 60 64 65 76

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護予防通所介護 101 0 0 0 0 0 0

通所介護 371 323 325 346 361 385 405

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画
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⑦ 介護予防通所リハビリテーション、通所リハビリテーション（デイケア）  

日帰りで老人保健施設や医療機関に通い、食事、入浴などの日常生活上の支援や理

学療法士や作業療法士、言語聴覚士によるリハビリテーションが受けられます。 

 

 

⑧ 介護予防短期入所生活介護、短期入所生活介護 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などに短期間入所することで、入浴、食 

事等の日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。 

 

 

⑨ 介護予防短期入所療養介護、短期入所療養介護 

介護老人保健施設や療養病床施設を有する病院・診療所に短期間入所して、看護、 

医学的管理の下での介護及び機能訓練が受けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 79 76 68 74 78 81 89

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 207 216 208 207 209 212 255

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護予防短期入所生活介護 2 3 4 3 5 5 5

短期入所生活介護 95 92 98 92 92 93 100

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護予防短期入所療養介護 0 0 0 0 0 0 0

短期入所療養介護 9 12 10 13 12 13 15

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画
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⑩ 介護予防特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護 

有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅で該当するもの）、軽費老人ホーム 

（ケアハウスなど）、養護老人ホームなどで、食事や入浴などの介護や機能訓練が受

けられます。 

 

 

⑪ 介護予防福祉用具貸与、福祉用具貸与 

日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りることができます。福祉用具専門相 

談員が専門的な助言を行い貸与します。 

 

 

⑫ 特定介護予防福祉用具販売、特定福祉用具販売 

日常生活や介護に役立つ福祉用具のうち、入浴または排せつの用に供するものなど、 

レンタルなどになじまない福祉用具を、福祉用具専門相談員が専門的な助言を行い販 

売します。 

 

 

 

 

 

 

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護予防

特定施設入居者生活介護
3 2 4 5 5 5 8

特定施設入居者生活介護 41 38 43 47 47 47 55

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護予防福祉用具貸与 175 198 218 238 258 278 298

福祉用具貸与 513 542 592 625 683 730 915

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

特定介護予防福祉用具販売 7 5 9 8 8 10 12

福祉用具販売 8 10 9 12 12 14 16

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画
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（２）地域密着型サービス 

地域密着型サービスについては、最近の利用実績や類似するサービスの利用状況を 

基に、利用者数、利用量の増減を勘案して見込み量を算出します。 

 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

介護職員と看護師が連携し、日中・夜間を通じて1 日複数回、定期的に訪問し介護 

や看護を行います。また、利用者からの通報や電話などに対応し、随時訪問するサー 

ビスです。 

 

 

② 夜間対応型訪問介護 

定期的な巡回訪問、または随時通報により、夜間専門の訪問介護を受けられます。 

平成３０年３月現在、市内に該当施設はありません。 

 

③ 地域密着型通所介護 

利用定員18 人以下の小規模の通所施設で、日常生活上の支援や生活機能訓練など 

が日帰りで受けられます。制度改正により、通所介護のうち、定員18人以下の小規 

模な通所介護事業所が、平成28年４月から地域密着型サービスに移行しました。 

 

 

 

 

 

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

定期巡回

・随時対応型訪問介護看護
12 11 11 13 14 15 16

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

地域密着型通所介護 0 66 75 80 84 90 110

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画
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④ 介護予防認知症対応型通所介護、認知症対応型通所介護 

認知症の方を対象に、日帰りで通所介護施設に通い、他の利用者と一緒に食事、 

入浴などの介護やレクリエーション、機能訓練などが受けられます。 

 

 

⑤ 介護予防小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護 

事業所への通いを中心にしながら、利用者の希望などに応じて訪問や事業所への宿 

泊を組みあわせ、入浴、食事等の介護や機能訓練が受けられます。平成29年度に新

たな事業所が1箇所開設されました。 

 

 

⑥ 介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護 

認知症の高齢者が少人数で共同生活を送りながら、入浴、食事等の介護、日常生活 

上の支援、機能訓練が受けられます。平成28年度に新たな事業所が1箇所開設されま

した。 

 

 

 

 

 

 

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護予防

認知症対応型通所介護
1 1 0 0 0 0 0

認知症対応型通所介護 29 27 33 33 34 37 46

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護予防

小規模多機能型居宅介護
6 7 7 15 15 15 12

小規模多機能型居宅介護 57 59 59 80 80 80 83

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護予防

認知症対応型共同生活介護
0 0 0 0 0 0 0

認知症対応型共同生活介護 82 79 89 99 99 99 99

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画
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⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

入居定員が29 人以下の有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人 

ホーム（ケアハウスなど）などで、入浴、食事等の介護、その他必要な日常生活上の 

支援が受けられます。平成３０年3月現在、市内に該当施設はありません。 

 

⑧ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

定員29 人以下の小規模な特別養護老人ホームで、食事や入浴、排せつなどの日常 

生活の支援、機能訓練などが受けられます。 

 

 

⑨ 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

医療ニーズの高い利用者に対応するため、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機 

能を備え、通い、訪問（介護・看護）、宿泊サービスを柔軟に提供します。平成３０

年3月現在、市内に該当施設はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護
29 29 29 29 29 29 29

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画
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（３）住宅改修及び介護予防支援・居宅介護支援 

① 介護予防住宅改修、住宅改修 

在宅の利用者が、住み慣れた自宅で生活が続けられるように、住宅の改修を行うサ 

ービスです。介護支援専門員等が利用者の心身の状況等を勘案して、住宅改修が必要 

な理由書を作成します。 

 

 

② 介護予防支援、居宅介護支援 

利用者の心身の状況や生活環境、本人・家族の希望などを介護支援専門員が把握し、 

必要なサービスの種類、内容等を定めた計画（ケアプラン）を作成します。 

なお、制度改正に伴い、介護予防訪問介護、介護予防通所介護のみを利用される方 

の計画（ケアプラン）作成については、平成28年度以降、介護予防・日常生活支援

総合事業に移行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護予防住宅改修 6 5 7 7 8 9 10

住宅改修 8 8 9 10 10 11 12

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護予防支援 328 266 252 247 257 267 307

居宅介護支援 793 835 860 900 888 889 992

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画
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（４）施設サービス 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

常時介護が必要で、在宅での生活が困難な高齢者が入所する施設です。入浴、排せ

つ、食事などの介護や機能訓練、健康管理を行います。 

 

 

② 介護老人保健施設（老人保健施設） 

病状の安定している方が、機能訓練に重点を置いた介護を受けながら、自宅への復

帰を目指すための施設です。 

 

 

③ 介護療養型医療施設（療養病床） 

急性期の治療後に、長期療養が必要な方の施設です。医学的管理のもとで、介護、 

看護、機能訓練などが受けられる医療が中心の施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム）
150 142 140 154 154 154 154

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護老人保健施設 192 178 184 184 184 184 204

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画

将来推計

平     成
27年度

平     成
28年度

平    成
29年度

平    成
30年度

平    成
31年度

平    成
32年度

平    成
37年度

介護療養型医療施設 0 1 1 1 1 1 0

利用者数（人／月）

第6期実績
（29年度は見込み）

第7期計画
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３ 保険給付費の見込み 

（１）総給付費 

計画期間における利用量の動向を踏まえた各サービス別保険給付費の見込みは、次

表のとおりです。年間総給付費は、平成29年度の約32億2千万円から平成32年度に

は約36億５千万円へ約13.2%の増加が見込まれます。 

 

① 介護給付費 単位：千円

平成29年度
（見込み）

平成30年度 平成31年度 平成32年度

（１）居宅サービス

① 訪問介護 309,939 325,585 345,379 369,274

② 訪問入浴介護 4,953 3,702 3,372 3,098

③ 訪問看護 91,020 89,694 99,796 109,334

④ 訪問リハビリテーション 9,546 9,907 10,393 11,157

⑤ 居宅療養管理指導 3,977 4,074 4,344 4,407

⑥ 通所介護 342,292 375,102 397,251 427,567

⑦ 通所リハビリテーション 174,855 189,677 202,896 219,540

⑧ 短期入所生活介護 104,604 99,400 102,427 104,308

⑨ 短期入所療養介護 7,424 9,855 9,496 10,298

⑩ 特定施設入居者生活介護 94,753 102,487 102,532 102,532

⑪ 福祉用具貸与 95,752 99,136 108,464 112,380

⑫ 特定福祉用具販売 2,429 3,369 3,369 3,880

（２）地域密着型サービス

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 16,958 24,218 23,229 27,470

② 夜間対応型訪問介護 0 0 0 0

③ 地域密着型通所介護 99,043 84,737 87,167 91,298

④ 認知症対応型通所介護 36,479 35,647 37,191 43,605

⑤ 小規模多機能型居宅介護 153,387 219,471 223,144 230,206

⑥ 認知症対応型共同生活介護 269,288 298,871 297,637 296,204

⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0

⑧ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 93,403 94,319 94,361 94,361

⑨ 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 0 0 0 0

（３）住宅改修 6,719 7,038 7,038 7,758

（４）居宅介護支援 153,560 160,824 158,997 158,761

（５）施設サービス

① 介護老人福祉施設 461,473 507,252 507,479 507,479

② 介護老人保健施設 599,407 601,581 601,850 601,850

③ 介護療養型医療施設 4,040 2,923 2,924 2,924

3,135,301 3,348,869 3,430,736 3,539,691

項                  目

介護給付費計（小計）
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② 予防給付費 単位：千円

平成29年度
（見込み）

平成30年度 平成31年度 平成32年度

（１）居宅サービス

① 介護予防訪問介護 0 0 0 0

② 介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0

③ 介護予防訪問看護 10,670 10,369 12,288 12,338

④ 介護予防訪問リハビリテーション 1,621 1,805 1,806 1,806

⑤ 介護予防居宅療養管理指導 1,176 1,217 1,332 1,332

⑥ 介護予防通所介護 0 0 0 0

⑦ 介護予防通所リハビリテーション 26,174 28,543 30,005 31,201

⑧ 介護予防短期入所生活介護 2,024 962 2,386 2,386

⑨ 介護予防短期入所療養介護 176 0 0 0

⑩ 介護予防特定施設入居者生活介護 3,928 4,707 4,710 4,710

⑪ 介護予防福祉用具貸与 17,928 19,566 21,177 22,787

⑫ 特定介護予防福祉用具販売 2,330 2,162 2,162 2,722

（２）地域密着型サービス

① 介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0 0

② 介護予防小規模多機能型居宅介護 4,680 10,489 10,065 9,636

③ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 0

（３）介護予防住宅改修 5,367 5,693 6,522 7,350

（４）介護予防支援 13,530 13,351 13,899 14,441

89,604 98,864 106,352 110,709

項                  目

予防給付費計（小計）

③ 総給付費  単位：千円

平成29年度
（見込み）

平成30年度 平成31年度 平成32年度

介護給付費計 3,135,301 3,348,869 3,430,736 3,539,691

予防給付費計 89,604 98,864 106,352 110,709

総給付費 3,224,905 3,447,733 3,537,088 3,650,400

第7期計画期間中の合計 －

項                  目

10,635,221
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（２）標準給付費の見込み 

各サービス費用の実績を勘案して算出した総給付費（予防給付費及び介護給付費）

を含む標準給付費の見込みは次のとおりです。 

 

 

（３）介護予防・日常生活支援総合事業の見込み 

利用量の実績を勘案して算出した介護予防・日常生活支援総合事業費の見込みは、

次のとおりです。 

 

 

単位：千円

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

3,446,333 3,577,298 3,735,607 3,991,112

総給付費
（調整前  ① ）

3,447,733 3,537,088 3,650,400 3,993,834

一定以上所得者負担増
による調整  ②

1,400 2,209 2,346 2,722

消費税増税・処遇改善加

算改定に伴う影響額 ③
42,419 87,553

138,745 138,745 138,745 138,000

63,000 66,150 69,458 88,648

9,000 9,000 9,000 9,000

4,560 4,742 4,932 6,000

7,110,771 7,377,651 7,698,041 8,229,316

高額介護サービス費等
給付額

高額医療合算介護
サービス費等給付額

算定対象審査支払手数料

標準給付費見込額計

項                  目

総給付費（①－②＋③）

特定入所者介護
サービス費等給付額

単位：千円

項                  目 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

介護予防・
日常生活支援総合事業

66,760 72,164 78,043 66,758

包括的支援事業 80,191 80,811 81,383 80,683

任意事業 9,809 10,006 10,207 10,125

地域支援事業費見込額計 156,760 162,981 169,633 157,566



第７期境港市高齢者福祉計画・境港市介護保険事業計画 

 
１ 第７期介護保険料 
２ 保険料の所得段階別設定 
３ 利⽤者負担の軽減 
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１ 第７期介護保険料 

（１）第１号被保険者の保険料負担割合 

保険給付を行うための財源は、下図のとおり公費（国・県・本市の支出金）と保険

加入者の保険料で賄われています。保険給付の費用は原則として２分の１を公費で、

残る２分の１を第１号被保険者（65 歳以上の人）、第２号被保険者（40 ～6４ 歳

の医療保険加入者）の方々から徴収する保険料で賄うこととなっています。 

なお、包括的支援事業等については第２号被保険者の負担はなく、その分が公費で

補填されます。第１号被保険者の負担割合は変わりません。 

第１号被保険者と第２号被保険者の保険料負担割合は、全国の第１号被保険者と第

２号被保険者の人口割合により３年ごとに決定されます。第７期介護保険事業計画期

間における負担割合は、第１号被保険者が23％、第２号被保険者が27％となってい

ます。 

介護費用の負担区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域支援事業の負担区分 
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（２）調整交付金 

標準給付費における国の負担割合のうち５％（全国平均）は調整交付金として支出

されます。調整交付金は全国の保険者の財政格差を調整する目的で設けられており、

第１号被保険者における後期高齢者割合や所得段階別人数割合によって国からの交

付金が増減します。 

後期高齢者割合が全国平均よりも高い場合は、より多く保険給付を見込む必要があ

り保険料の増加につながるため、これを軽減する目的で調整交付金が多く交付されま

す。 

また、所得段階別の人数構成を全国平均と比較し、所得段階が高い方の割合が高け

れば保険料の負担能力も高いと考えられるため、調整交付金は少なくなります。 

本市では被保険者における後期高齢者割合が全国平均よりも高く、所得段階別 

の人数割合では高い方の割合が全国平均よりも低いため、交付割合は５％を上回って 

います。 

 

（３）介護給付費準備基金 

保険者である市町村は、介護給付費準備基金を設けて事業計画期間の初年度に発生

が見込まれる余剰金を積み立てる一方、給付費の不足が生じた場合には取崩しを行う

など、被保険者の皆様に安定して保険給付を提供するよう努めています。基金は保険

財政の安定を図るために大切な役割を果たしていますが、必要以上の基金残高を保有

することは、保険給付のためにお預かりした保険料の使途目的として適切ではありま

せん。 

そこで、第7期においては、基金残高1.8億円を取崩し保険料負担の軽減を図りま

す。 

 

（４）財政安定化基金 

計画期間中において、保険給付費が計画値を上回る場合や社会状況の変化による保

険料収入の低下により、保険者が資金不足に陥った場合に備え、国・県・保険者が３

分の１ずつ拠出して、都道府県に財政安定化基金が設けられています。都道府県は拠

出金を原資に基金へ積立て、保険者が資金不足に陥った場合、保険給付に必要な資金

を基金から貸し付けます。貸し付けを受けた保険者は次の事業計画期間に返済に必要

な額を加算して保険料を定め、基金に借入金を返済することになります。 

本市では、適切に保険給付費を見込み、安定的な介護保険制度運営を図っており、

第６期介護保険事業計画期間において資金不足は生じていないことから借入は行っ

ていません。 
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２ 保険料の所得段階別設定 

被保険者の負担能力には差があるため介護保険料は一律ではなく、市民税の課税状

況や収入・所得の状況により段階別に振り分けを行った上で保険料を定めています。

所得段階別保険料を定める際には、所得段階ごとの人数分布を勘案し、ある所得段階

の保険料を軽減した場合には、他の所得段階の保険料を引き上げ、全体で第１号被保

険者の負担割合を確保できるよう定めなければなりません。 

第７期では第６期に引き続き、所得段階別人数分布を見直すほか、安定した保険給

付を実現するため所得段階の区分金額や保険料率の見直しを図ります。 

介護保険法における所得段階は第６期までは９区分が標準となっていますが、本市

では市民税課税層の区分を細分化し、多段階化を図ることで負担能力に応じた保険料

設定を行うため、13 区分への多段階化を図りました。 

また、本人所得の多い被保険者の保険料率を上げることで低所得者への配慮を行い、

第１段階については公費負担による軽減措置を引き続き実施します。 
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保険料の所得段階別設定 

 

段  階 対  象  者 保険料率 段  階 対  象  者 保険料率

第１段階

生活保護受給者、市民税非課税
世帯の老齢福祉年金受給者及び

世帯全員が市民税非課税で、
本人の年金収入額と合計所得金額
の合計が80万円以下の人

0.45 第１段階

生活保護受給者、市民税非課税世帯
の老齢福祉年金受給者及び世帯全員

が市民税非課税で、本人の年金収入
額と合計所得金額(年金所得を除く)の
合計が80万円以下の人

0.45

第２段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の

年金収入額と合計所得金額の合計が
80万円を超えて120万円以下の人

0.73 第２段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の
年金収入額と合計所得金額(年金所得

を除く )の合計 が80 万円 を超 えて
120万円以下の人

0.73

第３段階
世帯全員が市民税非課税で、第１段
階または第２段階に該当しない人

0.73 第３段階
世帯全員が市民税非課税で、第１段
階または第２段階に該当しない人

0.73

第４段階
市民税課税世帯だが、本人は市民税
非課税で、本人の年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円以下の人

0.90 第４段階

市民税課税世帯だが、本人は市民税

非課税で、本人の年金収入額と合計
所得金額(年金所得を除く)の合計が

80万円以下の人

0.90

第５段階
市民税課税世帯だが、本人は市民税
非課税で、第４段階に該当しない人

1.00 第５段階
市民税課税世帯だが、本人は市民税
非課税で、第４段階に該当しない人

1.00

第６段階
本人が市民税課税で、合計所得金額
が120万円未満の人

1.20 第６段階
本人が市民税課税で、合計所得金額
が120万円未満の人

1.20

第７段階
本人が市民税課税で、合計所得金額

が120万円以上190万円未満の人
1.30 第７段階

本人が市民税課税で、合計所得金額

が120万円以上200万円未満の人
1.30

第８段階
本人が市民税課税で、合計所得金額

が190万円以上290万円未満の人
1.50 第８段階

本人が市民税課税で、合計所得金額

が200万円以上300万円未満の人
1.50

第９段階
本人が市民税課税で、合計所得金額

が300万円以上400万円未満の人
1.70

第１０段階
本人が市民税課税で、合計所得金額
が400万円以上500万円未満の人

1.80

第１１段階
本人が市民税課税で、合計所得金額
が500万円以上600万円未満の人

1.90

第１２段階
本人が市民税課税で、合計所得金額
が600万円以上800万円未満の人

2.00

第１３段階
本人が市民税課税で、合計所得金額
が800万円以上の人

2.20

※第1段階の軽減(0.50→0.45）は、公費投入による非課税世帯の軽減強化によるもの
（公費負担割合  国１／２  県１／４  市１／４）

第10段階
本人が市民税課税で、合計所得金額
が500万円以上の人

1.80

第6期の介護保険料（平成２7年度～平成２9年度） 第7期の介護保険料（平成30年度～平成32年度）

第９段階
本人が市民税課税で、合計所得金額

が290万円以上500万円未満の人
1.70

被

保

険
者

の

負
担

能
力

に

応

じ

た

多
段

階
化
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３ 第７期保険料の基準額 

（１）保険料基準額の算定方法 

第７期保険料基準額の算定は下記のとおりです。 

はじめに今後３年間の標準給付費、地域支援事業費見込額の合計（Ａ）に第１号被

保険者負担割合（23%）を乗じて第１号被保険者負担分相当額（Ｂ）を求めます。

次に本来の交付割合による調整交付金相当額と実際に交付が見込まれる調整交付金

見込額の差（Ｃ－Ｄ）、県の財政安定化基金への償還金（Ｅ）を加算し、基金取崩の

額（Ｆ）を差し引きます。この保険料収納必要額を予定保険料収納率と被保険者数、

月数で割ったものが第１号被保険者の基準額（月額）となります。 

 

項       目 金    額 

標準給付費 ＋ 地域支援事業費計(Ａ) 11,904,689 千円 

第１号被保険者負担分相当額(Ｂ)＝(Ａ)×23.0％ 2,738,078 千円 

調整交付金相当額(Ｃ) 581,614 千円 

調整交付金見込額(Ｄ) 687,333 千円 

財政安定化基金償還金(Ｅ)  ※1 0 千円 

介護給付費準備基金取崩額(Ｆ) 180,000 千円 

保険料収納必要額(Ｈ)＝(Ｂ)+(Ｃ)-(Ｄ)+(Ｅ)-(Ｆ) 2,452,359 千円 

    

項       目 数    値 

保険料収納必要額(Ｈ) 2,452,359 千円 

予定保険料収納率(Ｉ)  98.50% 

所得段階別加入割合補正後被保険者数(Ｊ)  ※2 32,532 人 

第 7 期の１号被保険者の介護保険料の基準額 

(Ｋ)＝(Ｈ)÷(Ｉ)÷(Ｊ)÷12 か月 
6,378 円 

※1 財政安定化基金からの借り入れを行っていないため、償還金(基金への返済)

はありません。 

※2 第１号被保険者保険料に不足を生じないよう、所得段階ごとに人数と保険料率

を乗じた数の合計(＝所得段階別加入割合補正後被保険者数)を被保険者数とみなし

て基準額を算定します。 
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第１号被保険者の所得段階別保険料は、次のとおりです。 

 

（２）保険料の減免・徴収猶予 

震災・火災などの災害で著しい損害が生じた、あるいは世帯の生計を主として維持

する方の長期入院などで収入が著しく減少し、介護保険料の支払いが困難になった場

合は、申請にもとづいて保険料の減免や徴収猶予を行います。 

段  階 対  象  者 保険料率 保険料年額

第１段階
生活保護受給者、市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
及び世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入額と合計
所得金額(年金所得を除く)の合計が80万円以下の人

0.45 34,400円

第２段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得
金額(年金所得を除く)の合計が80万円を超えて120万円
以下の人

0.73 55,800円

第３段階
世帯全員が市民税非課税で、第１段階または第２段階に該
当しない人

0.73 55,800円

第４段階
市民税課税世帯だが、本人は市民税非課税で、本人の年金
収入額と合計所得金額(年金所得を除く)の合計が80万円以
下の人

0.90 68,800円

第５段階
市民税課税世帯だが、本人は市民税非課税で、第４段階に
該当しない人

1.00 76,500円

第６段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 1.20 91,800円

第７段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上200

万円未満の人
1.30 99,400円

第８段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300

万円未満の人
1.50 114,700円

第９段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上400

万円未満の人
1.70 130,000円

第10段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上500

万円未満の人
1.80 137,700円

第11段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上600

万円未満の人
1.90 145,300円

第12段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上800

万円未満の人
2.00 153,000円

第13段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上の人 2.20 168,300円

※ 基準額（年額）は76,500円です。各所得段階の保険料（年額）は、基準額（年額）に保険料率
をかけて100円単位で端数処理しています。
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４ 利用者負担の軽減 

（１）特定入所者介護サービス費の支給（食費・居住費の利用者負担額減額制度） 
 

 介護保険施設、短期入所サービスを利用する際の食費と居住費（滞在費）は原則

として全額自己負担になりますが、所得の低い方の施設利用が困難とならないよう、

下の表に該当する方は負担限度額までの自己負担とするものです。超えた分は「特定

入所者介護サービス費（補足給付）」として介護保険から給付します。 

●負担限度額（１日あたり） 

利用者負担段階 

居住費等の負担限度額 
食費の 

負担限度額 
ﾕﾆｯﾄ型 

個室 

ﾕﾆｯﾄ型 

準個室 

従来型 

個室 
多床室 

第 1 段階 

本人および世帯全員が住民税 
非課税で、老齢福祉年金の 
受給者、生活保護の受給者 

820 円 490 円 
490 円 

(320 円) 
0 円  300 円 

第 2段階 

本人および世帯全員が住民税 
非課税で、合計所得金額＋年金 
収入額が 80 万円以下の人 

820 円 490 円 
490 円 

(420 円) 
370 円 390 円 

第 3段階 

本人および世帯全員が住民税 
非課税で、利用者負担段階 
第 2 段階以外の人 

1,310 円 1,310 円 
1,310 円 

(820 円) 
370 円 650 円 

※介護老人福祉施設、または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限

度額は、（ ）内の金額となります。 
 

（２）高額介護サービス費の支給 

同月内に利用したサービスの利用者負担（1割または２割）の合計金額が高額にな

り利用者負担の上限額を超えたときは、申請により超えた分を「高額介護サービス費」

として支給します。同じ世帯内にサービス利用者が複数いる場合、世帯の利用者負担

の合計額が、上限額を超えた分について支給します。 

※１割負担の被保険者のみの世帯には、平成２９年８月から３年間に限り年間の上限

額を 446,400 円（37,200 円×12 ヶ月）とする緩和措置があります。 

 

■利用者負担の上限額（1 カ月） 
上限額（世帯合計） 

利用者負担区分 平成 2９年７月まで 平成 2９年８月から 

現役並み所得者 44,400 円 44,400 円 

一般世帯 37,200 円 ※ 44,400 円 

住民税非課税世帯 24,600 円 24,600 円 

 ・合計所得金額および課税年金収入額の 

合計が 80 万円以下の人 

・老齢福祉年金の受給者 

個人 15,000 円 個人 15,000 円 

●生活保護の受給者 

●利用者負担を 15,000 円に減額することで、

生活保護の受給者とならない場合 

個人 15,000 円 

15,000 円 

個人 15,000 円 

15,000 円 
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（３）高額医療合算介護サービス費の支給 

（高額医療・高額介護合算制度） 

 

介護保険と医療保険両方の自己負担額が高額になった場合は、限度額を超えた分を

高額医療合算介護サービス費として支給します。同じ医療保険の世帯内で、介護保険

と医療保険の両方に自己負担がある世帯で、年間（8月～翌年7月）自己負担額（高

額療養費、高額介護サービス費を差し引いた額）を合算した額が、医療保険者の設定

した限度額を超えたときに該当となります。 

 

（４）生計困難者等に対する介護保険利用者負担軽減制度 

本市では、所得が低く生計が困難な方に対し、介護保険サービスの利用者負担額を

軽減しています。収入及び預貯金額が少なく、親族の扶養を受けていないなど、生計

が困難な利用者が、利用者負担額の軽減を行っている事業者で対象となる介護サービ 

スを受けるとき、サービス利用にかかる介護費負担・食費負担・居住費(滞在費)負担

が４分の３に軽減される制度です。 

生活保護受給者においては、特養・短期入所生活介護(予防含む)において個室を利

用する場合のみ軽減が適用され、居住費(滞在費)負担の全額が軽減されます。 

軽減額の半額を事業者が負担する制度のため、軽減制度の対象となる事業者は限られ

ていますが、市では引き続き本事業への協力を各事業者に求めていきます。 



第７期境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

 
１ 計画の推進 
２ 計画の進捗管理 
３ 各種計画との連携 
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１ 計画の推進 
（１）基本的な考え方 
本計画は、高齢者に関する総合的な計画であり、対象となる事業も広範にわたるた

め、行政のみならず民間団体や保健・福祉・医療・防災など、各機関との連携が欠か 
せないことから、関係機関や市民、地域団体に計画の趣旨や内容の周知を行い、連携

の強化、協力体制づくりを進めていきます。 
本市は、『境港市地域福祉計画』など各種関連計画の推進と整合性を図りつつ、関

係各課の連携を強化して事業を推進していきます。  
（２）情報発信 
介護保険サービス、健康づくりや介護予防に関する保健事業や福祉事業・地域福祉

活動など、さまざまなサービスや制度の周知とあわせ、本計画について市民の理解を

深めるため、広報誌やパンフレット、ホームページなどを通じて、情報発信・広報活

動を行っていきます。  
（３）計画推進のための環境整備 
計画を確実に推進していくためには、各機関や関連団体との連携が重要です。地域

のさまざまな問題、とりわけ福祉的な支えあいを課題として、市民が考え、行政と協

働して地域の生活課題を解決していくために、社会福祉協議会などの団体とも連携を

深め、人材の確保・育成を目指します。 
また、既存の施設、人材・団体など、地域の社会資源を有効に活用するとともに、 
市民や企業からの協力を得るなど、「協働」を基本とした取り組みにより、より効果

的・効率的な計画推進を図り、持続可能性の高い地域活動の支援、福祉のまちづくり

の展開を目指します。      
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２  計画の進捗管理 
計画の進捗管理は、本市が設置する「介護保険運営協議会」で行います。この協議

会において、事業の進捗管理や次期計画の策定に向けた議論を行います。  
（１）境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 
「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を総合的・効果的に策定するため、事業計

画の策定年度には、保健・福祉・医療にかかる有識者などで構成された策定委員会を

設置します。  
（２）境港市介護保険運営協議会 
学識経験者や保健・福祉・医療関係者、介護保険事業者などにより構成される機関 
で、事業計画の進捗管理や評価のほか、地域包括支援センターの円滑かつ適正な運営

を図るための協議を行います。  
３ 各種計画との連携 
本計画は、本市におけるすべての高齢者がいきいきと、安心して暮らせるまちづく

りを目指すものです。このため、まちづくり全体の方向を明らかにする『境港市まち

づくり総合プラン（第９次境港市総合計画）』はもとより、各種関連計画との整合性

を図り、関係各課との連携・調整体制を確保します。 
特に、地域包括ケア体制の深化・推進に向け、「地域」、「協働」などを主眼とし

て展開する各種施策や事業の相互連携や実施方法の調整に努めます。 
また、次期計画策定に向けては、『境港市地域福祉計画』を中心に、関連計画間の

構成や各種調査内容、計画書のあり方、事業展開の連携方法など、包括的に調整を進

めていきます。 



第７期境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

 
１ 策定経過 
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１ 策定経過 

 

年 月 日 内  容 

平成２９年８月２日 第１回境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

・高齢者福祉事業の実施状況について 

・介護保険給付等の状況について 

・第７期介護保険制度の概要について 

 ・計画策定の基本的な考え方について 

平成 29 年 10 月 11 日 第２回境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

・高齢者の状況 

・計画策定に向けた調査 

・第６期境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の評価 

・現状と課題の整理 

平成 29 年 12 月 4 日 第３回境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

・第７期境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）

について 

 

 

平成 30 年 2 月 20 日  第４回境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

・第７期境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）

について 

 ・報告書提出 
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２ 策定委員会 委員名簿 

 

 

  

氏　　名 所属   ・  役職等

保健医療関係者 稲賀 　 潔 社会福祉法人恩賜財団 済生会支部鳥取県済生会支部長

保健医療関係者 市場  美帆 境港医師協会

保健医療関係者 小笠原友子 境港市食生活改善推進員会副会長

保健医療関係者 石橋　文夫 境港市健康づくり地区推進員会長

福祉関係者 髙木  敏行 境港市社会福祉協議会会長

福祉関係者 渡邉はるみ 境地区民生児童委員協議会委員

福祉関係者 伊東  征子 境港市赤十字奉仕団顧問

福祉関係者 高松  武美 さかい幸朋苑評議員・（公社）境港市シルバー人材センター理事長

福祉関係者 遠藤  　勳 社会福祉法人境港福祉会常務理事

福祉関係者 志賀  智子 生活支援コーディネーター（境港市社会福祉協議会）

費用負担関係者 足田  京子 家庭介護者

費用負担関係者 池田  明世 境港市国民健康保険担当課長

被保険者代表 三好  伸作 境港市自治連合会会長・外江地区自治連合会会長

被保険者代表 山本  英輔 境港市ことぶきクラブ連合会理事

被保険者代表 小딋恵美子 境港市女性団体連絡協議会事務局

被保険者代表 松本  雪江 公募

被保険者代表 池渕  清美 公募

学識経験者 鷦鷯　一輔 前境港市社会福祉協議会会長

地域事業関係者 門脇  哲也 境港市地区社会福祉協議会連絡会会長・渡地区社会福祉協議会会長

地域事業関係者 保坂  史子 高齢者ふれあいの家援助員
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３ 策定委員会設置要綱 

 

境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 境港市における高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策定するにあたり、

介護保険事業計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所轄事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議検討する。 

(１) 境港市における高齢者福祉計画の見直しに関すること。 

(２) 境港市における介護保険事業計画の見直しに関すること。 

(３) その他計画策定に必要な事項。 

 

（構成） 

第３条 委員会は委員２０人以内で組織し、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係

者、被保険者代表及び費用負担関係者等の中から、市長が委嘱する委員をもって構

成する。 

２ 委員の任期は、委嘱された日から翌年の３月３１日までとする。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 委員会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が指名する。 

３ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 委員会は、会長が招集する。ただし、委員会設置の後最初に行われる委員会

は市長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、福祉保健部長寿社会課において処理する。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は市長が定め

る。 
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   附 則 

 この要綱は、平成１１年１月１１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱中第１条の規定は平成１８年２月１日から、第２条の規定は平成１８年３

月３１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年８月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年１２月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年５月１０日から施行する。 
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４ 用語解説 

■か行 

介護給付費 

介護給付費は、要介護１から要介護５の方を対象に給付される介護保険の保険給付

費をいう。内訳は、居宅サービス費、地域密着型サービス費および施設サービス費。 

 

介護支援専門員（ケアマネジャー） 

要支援または要介護の認定を受けた高齢者等からの相談に応じ、サービス利用に当

たりその心身の状況に合わせて適切なサービスを利用できるよう、居宅サービス計画

を作成し、サービス提供者や施設との連絡・調整を行う者のこと。 

 

介護報酬 

事業者が利用者（要介護者又は要支援者）に介護サービスを提供した場合に、その

対価として事業者に支払われるサービス費用。介護報酬は、サービスごとに設定され

ており、各サービスの基本的なサービス提供に係る費用に加えて、各事業所のサービ

ス提供体制や利用者の状況によって加算・減算される仕組みとなっている。 

 

介護保険法 

社会保険方式として１９９７年１２月に公布。２０００年度から施行された。国民

の保健医療の向上および福祉の増進を図ることを目的とした法律。 

介護保険による保険給付の対象となるのは、要支援・要介護と認定された高齢者等

の訪問介護、通所介護、短期入所等の利用、特別養護老人ホームや老人保健施設等へ

の入所などである。 

超高齢社会に備え、 

① 安定した財源の確保、 

② 保険システム導入により各種サービスを利用しやすくする 

③ 介護サービスにおける民間活力の導入 

④ 老人病院や老人保健施設と特別養護老人ホームとの整合を図る 

等を目的として、介護保険制度が創設された。 

また、２００６年４月から「明るく活力ある超高齢社会の構築」、「制度の持続可

能性」、「社会保障の総合化」を見直しの基本的視点として、 

① 予防重視型システムへの転換（介護予防給付や地域支援事業の創設等） 

② 給付の見直し（居住費用・食費の見直し、低所得者等に対する措置） 
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③ 新たなサービス体系の確立（地域密着型サービスや地域包括支援センター

の創設等） 

④ サービスの質の向上（情報開示の標準化、事業者規制やケアマネジメント

の見直し等） 

⑤ 負担の在り方・制度運営の見直し（第１号保険料の見直し、保険者機能の

強化、要介護認定の見直し）が施行された。 

 

介護予防 

高齢者が要介護状態になることを未然に防ぐこと、あるいは要介護状態であっても、

状態がそれ以上に悪化しないようにすること。 

 

課税年金 

老齢基礎年金や老齢厚生年金など、課税対象となる公的年金等をいう。 

※遺族年金・障害年金は非課税年金 

 

共生型サービス 

障害者が６５歳になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくす

るという観点や、福祉に携わる人材に限りがある中で、地域の実情に合わせて、人材

をうまく活用しながら適切にサービス提供を行うという観点から、ホームヘルプサー

ビス、デイサービス、ショートステイなどについて、高齢者や障害児者が共に利用で

きるサービス。 

 

居宅介護支援 

要支援者や要介護者が介護保険制度のサービスを利用する際に、利用者の生活状況、

家族環境、利用者の希望などを勘案し、必要なサービスが適切に提供できるよう居宅

サービス計画（ケアプラン）を作成し居宅生活を支援するもの。 

 

ケアマネジメント 

要支援または要介護のサービス利用者がその心身の状況に合わせて適切なサービ

スを利用できるよう、介護支援専門員（ケアマネジャー）が介護（予防）サービス計

画を作成し、事業者や施設との連絡・調整を行う一連の活動のこと。 
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ケアプラン 

要介護者等が介護保険サービスを適切に利用できるよう、心身の状況、生活環境等

を勘案し、サービスの種類・内容・担当者等を定めた計画です。計画には在宅の場合

の「居宅サービス計画」、施設の場合の「施設サービス計画」の２種類がある。 

 

健康寿命 

日常的に介護を必要としないで、心身ともに自立した生活ができる生存期間のこと。

平均寿命から介護期間（自立した生活ができない期間）を引いた数が健康寿命になる。 

 

高齢化率 

総人口に占める高齢者（６５歳以上）人口の割合。一般的に、高齢化している社会

は高齢化率によって以下のように区分・呼称されている。 

 

高齢化社会 高齢社会 超高齢社会 

高齢化率７％～14％ 高齢化率14％～21％ 高齢化率21％～ 

 

高齢者見守りネットワーク 

町内会・自治会等を主体とした見守り活動を行うネットワークで、見守りの必要な

高齢者に対し、地域がその変化に早く気づき、地域が支え合う仕組みづくりを支援す

ることをいう。 

 

国民健康保険団体連合会 

国民健康保険法に基づき設立した法人。会員である保険者（市町村及び国保組合）

が共同して、国保事業の目的を達成するために必要な事業を行う。 

 

■さ行 

サービス付き高齢者向け住宅 

ひとり暮らし高齢者世帯や高齢者のみ世帯などが、安心して住み慣れた地域で居住

できるよう、バリアフリー構造等を備え、専門員による安否確認・生活相談サービス

などを提供する賃貸住宅のこと。 

 

 



資料編 
 

67 

 

シルバー人材センター 

高年齢者雇用安定法に基づく公益社団法人。臨時的・短期的な業務の請負を行う。

６０歳以上で、社会のために役立つ仕事をしたいと考えている人が自主的に組織し、

活動・運営している。 

 

社会福祉協議会 

社会福祉事業法に基づく社会福祉法人のひとつ。地域社会において、福祉関係者や

地域住民が主体となり、公私関係者の参加・協力を得て、社会福祉と保健衛生などの

活動を地域の実情に合わせて行っている。 

 

主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー） 

一定年数以上の実務経験 ＋ 所定の研修終了 ＋ 能力評価でケアマネジャーに資格

付与される。地域包括支援センターに配置され、包括的・継続的マネジメントを担う

もの。 

 

■た行 

団塊の世代 

１９４７年から１９４９年までのベビーブーム期に生まれた人を指し、今の日本の

人口比率で最も高い世代。 

 

地域共生社会 

 制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住

民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を

超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をとも

に創っていく社会 

 

地域ケア会議 

地域包括ケアシステムを構築するため、市町村、地域包括支援センター、医師・看

護師等の医療関係者および介護支援専門員等の介護事業者が参加し、多職種で高齢者

に対する個別のケースや地域の課題を題材に検討する会議。 
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地域支援事業 

介護保険法に位置づけられた、市町村が行う事業。被保険者が要介護状態又は要支

援状態（以下「要介護状態等」という。）となることを予防するとともに、要介護状

態等になった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援することを目的とする。介護予防事業、包括的支援事業および任

意事業を行う。 

 

地域資源 

人・物・組織・サービスなど、地域に存在する活用可能な要素を「資源」として捉

えたもの。 

 

地域包括ケア体制 

高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域において継続して生活

できるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援の5つのサービスを一体化し

て包括的な支援・サービスを提供する体制のこと。 

 

地域包括支援センター 

保健師又は経験のある看護師、主任介護支援専門員および社会福祉士を置き、介護

予防ケアマネジメント、医療・財産管理・虐待などの相談・支援、包括的・継続的ケ

アマネジメント等の業務を行う、介護保険法に規定された機関。 

 

地域密着型サービス 

住み慣れた地域で要介護者の生活を支えることを目的として、２００６年の介護保

険法の改正により新たに設けられたサービス。認知症対応型デイサービス、小規模多

機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）、地域密着型特別養

護老人ホームなどがある。 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

地域密着型サービスのひとつ。日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的

に又はそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行う。 
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特定施設 

有料老人ホーム、ケアハウス等で一定の人員配置等を行ったものが、入居者に介護

サービスを提供する場合には「特定施設」として介護保険給付の対象となる。 

 

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

介護保険施設のひとつ。日常生活で常に介護を必要とし、在宅生活が困難な方が対

象の施設で、施設サービス計画に基づいて、食事、入浴などの日常生活の介護や健康

管理を行う。 

 

■な行 

認知症サポーター 

認知症サポーター養成講座を受講し、認知症についての正しい知識と理解を身につ

けた人のこと。自分のできる範囲で、友人や家族に知識を伝える、認知症になった人

や家族の気持ちを理解し、支えになるような手助けを行う。 

 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

地域密着型サービスのひとつ。認知症の方が少人数での共同生活を送りながら食事、

入浴などの介護や支援、機能訓練を行う。 

 

■は行 

標準給付費 

要介護認定者に対する介護給付費と要支援認定者に対する予防給付費を合わせた

総給付費に、特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付額、高

額医療合算介護サービス費等給付額、算定対象審査支払手数料を合算したもの。 

 

ボランティア 

ボランティアをする人、または行為全般を表す言葉。個人の自由意志に基づき、そ

の技能や時間等を進んで提供し、社会に貢献することをいう。 
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■ま行 

民生委員等 

民生委員法により厚生労働大臣から委嘱され、担当地域において住民の社会福祉に

関する相談や支援、生活支援活動等を住民性、継続性、包括・総合性の３つの原則に

沿って活動する。 

また、民生委員は児童福祉法により児童委員を兼ねることになっている。 

 

■や行 

要介護（要支援）認定者 

被保険者が介護サービスを受けるため、要介護申請を市町村に申請し、認定を受け

た者。市町村は申請に基づき、被保険者の心身の状況等を調査する認定調査とともに、

主治医の意見を聞き、一次判定を行う。一次判定結果を踏まえて介護認定審査会で審

査・判定した二次判定結果が最終的な結果となる。認定の結果、要介護者、要支援者

または非該当者に区分される。要介護者は寝たきりや認知症等で常時介護を必要とす

る状態の人で、要支援者は家事や身支度等の日常生活に支援が必要とする状態の人を

いう。 

 

予防給付費 

予防給付費は、要支援１および要支援２の方を対象に給付される介護保険の保険給

付費をいう。内訳は、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス費。 
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